
な
か
ま
る

※同じ世帯の中で、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方を含む。

低所得世帯に対する軽減の拡充 (保険税の均等割額と平均割額について減額をするもので申請は不要です )

所得基準額軽減割合

７割減

５割減

２割減

43 万＋10 万円×（給与所得者などの人数－１）以下

43万＋31 万円 (30.5 万円 )×（被保険者数※）＋10 万円×（給与所得者などの人数－１）以下

43 万＋57 万 (56 万円 )×（被保険者数※）＋10 万円×（給与所得者などの人数－１）以下

医療給付費分

後期高齢者
支援金分

子ども・子育て
支援金分

介護給付金分

合　　計

令和７年度
（現行）

66 万円

26 万円

17 万円

109 万円

令和８年度
（改正後）

67 万円
（＋１万円）

26 万円
（増減なし）

17 万円
（増減なし）

３万円
（新設）

113万円
（＋４万円）

こ
ん
な
時
は
必
ず
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い

　

次
に
該
当
す
る
場
合
は
、
必
ず
14
日
以
内
に
届
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

【国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
場
合
】

　

・
転
入
し
た
時
｟
前
住
所
地
で
国
保
に
加
入
し
て
い
た
場
合
｠

　

・
退
職
な
ど
に
よ
り
勤
務
先
の
健
康
保
険
を
抜
け
た
時

　

・
出
産
し
た
時
｟
社
会
保
険
に
加
入
し
な
い
場
合
｠

　

・
生
活
保
護
を
受
け
な
く
な
っ
た
時
｟
社
会
保
険
に
加
入

　
　

し
な
い
場
合
｠

【国
民
健
康
保
険
を
や
め
る
場
合
】

　

・
転
出
す
る
時
｟
国
保
に
加
入
し
て
い
る
場
合
｠

　

・
勤
務
先
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
時

　

・
国
保
加
入
者
が
死
亡
し
た
時

　

・
生
活
保
護
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
時
｟
国
保
に
加
入

　
　

し
て
い
る
場
合
｠

【そ
の
他
】

　

・
住
所
が
変
わ
っ
た
時

　

・
世
帯
主
が
変
わ
っ
た
時

　

・
資
格
確
認
書
を
紛
失
あ
る
い
は
汚
れ
る
、

　
　

破
れ
る
な
ど
に
よ
り
使
え
な
く
な
っ
た
時

※

勤
務
先
か
ら
社
会
保
険
に
加
入
、
ま
た
は
喪
失
し
た
情
報

は
町
に
は
届
け
出
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
届
出
し
て
く

だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
限
度
額
お
よ
び
軽
減
判
定
所

得
基
準
額
が
変
わ
り
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
財
政
は
、
被
保
険
者
の
高
齢
化
や
医
療
技
術
の

高
度
化
に
伴
い
１
人
当
た
り
の
医
療
費
は
高
額
に
な
る
一
方
で
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
移
行
な
ど
に
よ
る
被
保
険
者
の
減
少

な
ど
に
よ
り
保
険
税
の
増
収
は
見
込
め
ず
、
依
然
と
し
て
厳
し
い

財
政
状
況
に
あ
り
ま
す
。
今
後
も
安
定
し
た
国
民
健
康
保
険
制
度

を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
健
全
な
財
政
運
営
を
図
っ
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
改
正
は
地
方
税
法
施
行
令
の
改
正
に
伴
う
も
の
で
、
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
金
分
が
新
設
さ
れ
る
と
と
も
に
税
負
担
の
公

平
性
の
確
保
お
よ
び
低
中
所
得
者
層
の
税
負
担
の
軽
減
を
図
る
観

点
か
ら
改
正
す
る
も
の
で
す
。

課税限度額の引き上げ

問
合
せ

税
務
町
民
課
☎
｟
８
１
｠
１
１
１
４

国
民
健
康
保
険
の
お
知
ら
せ

里都まち　　　ニュース

2026.６  広報なかい ８


